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​会　派　代　表　質　問​

​（通　告 内 容）​

​令和８年３月​

​那須塩原市議会定例会議​

​【質　問　者】​

​【令和８年２月２４日（火）】​

​　　１  　9:25～　シン・那須塩原​

​議席番号　２１番　松田　寛人議員​

​　　２　 10:50～　みらい共創​

​　　　　　　　　　議席番号　２２番　中村　芳隆議員​

​　　３　 13:00～　なすの会​

​　　　　　　　　　議席番号　１１番　小島　耕一議員​

​　​​４　 14:25～　公明クラブ​

​　　　　　　　　　議席番号　１４番　田村　正宏議員​
​３　13:00～　志絆の会​

​議席番号 １９番　鈴木　伸彦　議員​

​４　14:25～　公明クラブ​

​議席番号 　６番　田村　正宏　議員​

​５　15:50～　敬清会​

​議席番号 １８番　大野　恭男　議員​



​受付番号​

​第 ４ 号​

​令和　８年　２月　９日​

​午前​
​　　 ３時４３分受付​

​午後​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​令和８年２月９日​

​　那須塩原市議会議長　齊藤　誠之　様​

​　　　​​会派名　　シン・那須塩原　　　　　​

​議席番号　２１番　　松田　寛人　　​

​　​

​会派代表質問通告書​

​令和８年３月那須塩原市議会定例会議における会派代表質問を下記のとおり通告しま​

​す。​

​記​

​質問事項​ ​質問の内容（詳細に）​

​１．令和８年度の市政​

​運営方針及び予算編成​

​について​

​　本市は、合併から20年という大きな節目を過ぎ、昨年３月​

​に策定された本市のパーパス（存在目的・活動目的）「好き​

​を、編む。」は、ワークショップや対話を通じて市民と共有​

​された「このまちを元気なかたちで次世代へ受け継ぐ」ため​

​の羅針盤となりました。​

​　しかし、目を外に向ければ、頻発する自然災害やエネル​

​ギー・食料安全保障の課題、さらには原材料価格の高騰によ​

​る物価高など、市民生活を脅かす厳しい情勢が続いていま​

​す。​

​　このような「正解のない時代」において、本市が７年連続​

​の転入超過という成果を維持しつつ、「住んでいれば生き延​

​びられる」持続可能な地域へと進化できるのか、渡辺市政８​

​年目の集大成を迎える今、まさにその真価が問われると考え​

​ます。令和８年度市政運営方針及び予算編成が、本市の未来​

​を左右する重要な問題であることから、以下についてお伺い​

​します。​

​　⑴　「次世代を担う子どもたちが健やかに育つ環境づく　​

​　　り」は、地域の持続可能性に直結する最重要課題である​



​　　と考えるため、特色のある教育・子育てについて伺いま​

​　　す。​

​　　①　学びの多様化と特色ある教育として、三島中学校へ​

​　　　の「学びの多様化学校プリズム」の設置、リンツ市と​

​　　　の交流や台湾への留学支援など、多様な学びの選択肢​

​　　　を提供することで、次世代を担う子どもたちにどのよ​

​　　　うな資質を育もうとしているのか伺います。​

​　　②　小中学校体育館への空調整備について伺います。​

​　　③　ヤングケアラーの周知活動について現状と今後の展​

​　　　開について伺います。​

​　　④　ひきこもりへの支援の具体的取組について伺いま　​

​　　　す。​

​　　⑤　障害者就労支援コーディネーターの設置や要支援児​

​　　　童放課後応援事業の拡充の内容を伺います。​

​　⑵　那須塩原駅周辺のまちづくりなどの県北拠点づくりに​

​　　ついて伺います。​

​　　①　新庁舎建設については、12月に継続費補正が承認さ​

​　　　れ再公告となっているが、現状について伺います。​

​　　②　渡辺市長がいう「新庁舎を市民に愛されるシティ　​

​　　　ホール」について具体的な考えを伺います。​

​　　③　公共施設の適正管理と未来への責任として、新庁舎​

​　　　建設において、物価高騰の影響を考慮しつつ、将来世​

​　　　代に過度な負債や負担を残さないための考えを伺いま​

​　　　す。​

​　　④　県北の拠点としてのまちづくりに向け牛乳等による​

​　　　地域活性化や観光戦略を通じ、いかに地域経済に実利​

​　　　をもたらし、「稼ぐ力」を強化していくのか伺いま　​

​　　　す。​

​　⑶　サステナブルビジョンの実現について伺います。​

​　　①　「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」​

​　　　において、現在までにどのような企業・団体が参画　​



​　　　し、具体的にどのような連携が生まれているのか現状​

​　　　を伺います。​

​　　②　「自然環境保護地区拡張事業」による具体的な取組​

​　　　について伺います。​

​　　③　青木地区でのゼロカーボン街区構築事業は、これま​

​　　　でにどのような成果が得られ、今後どう波及させてい​

​　　　くのか伺います。​

​　　④　物価高騰やエネルギーコスト上昇に苦しむ地域企業​

​　　　に対し、「脱炭素に係る地域企業連携」を通じて、ど​

​　　　のように経済的なメリットをもたらそうとしているの​

​　　　か伺います。​

​　　⑤　「資源循環（サーキュラーエコノミー）」を今後地​

​　　　域の「稼ぐ力」や「付加価値」にどう結びつけていく​

​　　　のか伺います。​

​　　⑥　人の生活圏へのクマの出没が相次ぎ、市民の不安が​

​　　　高まっています。方針では「市民の安全安心の確保」​

​　　　と「野生生物との共生社会の実現」を両立させる姿勢​

​　　　が示されましたが、具体的にどのように取り組むのか​

​　　　伺います。​

​　⑷　デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の本格​

​　　展開について伺います。​

​　　①　「ゆーバス」の交通系ＩＣカード整備のタイムスケ​

​　　　　ジュールを伺います。​

​　　②　校務支援システムのクラウド化を軸とした教育ＤＸ​

​　　　を推進するとありますが、その期待する効果について​

​　　　伺います。​

​　　③　学校開放予約システムの整備を進め、効率的な学校​

​　　　開放に取り組むとあるが、その詳細を伺います。​

​　⑸　「若者・女性から選ばれる地域」について、７年連続​

​　　の転入超過の成果を、より強固な定着へと繋げるため、​

​　　具体的な成果目標と取組内容を伺います。​



​　⑹　地方創生を推進する観点から国の地域未来交付金を積​

​　　極的に活用するとありますが、予算の充当先について伺​

​　　います。​

​　⑺　激動する社会情勢の中で、令和８年度予算をどのよう​

​　　な「未来への投資」と位置付けているのか、市長の所感​

​　　を伺います。​









​受付番号​

​第 ３ 号​

​令和　８年　２月　９日​

​午前​
​　　 １１時　８分受付​

​午後​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​令和８年２月９日​

​　那須塩原市議会議長　齊藤　誠之　様​

​　　　​​会派名　　なすの会　　　　　　　　​

​議席番号　１１番　小島　耕一　　　​

​　​

​会派代表質問通告書​

​令和８年３月那須塩原市議会定例会議における会派代表質問を下記のとおり通告しま​

​す。​

​記​

​質問事項​ ​質問の内容（詳細に）​

​１．令和８年度市政運​

​営方針について​

​　令和８年度の市政運営方針の主要施策では、｢特色のある​

​教育・子育て、ウェルネス（ニューノーマル）｣、｢那須塩原​

​駅周辺のまちづくりなどの県北拠点づくり｣、｢サステナブル​

​ビジョン（ゼロカーボン）｣、｢デジタル・トランスフォー​

​メーション（ＤＸ）｣、｢若者・女性から選ばれる地域｣の５​

​つを上げています。​

​　どの施策についても重要でありますが、｢サステナブルビ​

​ジョン（ゼロカーボン）｣、｢デジタル・トランスフォーメー​

​ション（ＤＸ）｣の２施策にしぼって質問します。​

​　⑴　ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンスの具体​

​　　的な取組について​

​　⑵　自然環境保護地区拡張事業の具体的な内容について​

​　⑶　青木地区ゼロカーボン街区のこれまでの実績と令和８​

​　　年度の取組について​

​　⑷　教育ＤＸ事業の具体的な内容と期待する効果について​

​　⑸　学校開放予約システムの具体的な取組について​

​　⑹　ゆーバスにおける交通系ＩＣカードの具体的な整備に​

​　　ついて​



​２．農業用水利施設の​

​維持向上について​

​　⑺　介護認定照会システムの導入の取組について​

​　⑻　ＤＸを進めるためのＢＰＲ（ビジネスプロセス・リエ​

​　　ンジニアリング）手法やＡＩ、ＲＰＡ（ロボティック・​

​　　プロセス・オートメーション）などの導入と今後の取組​

​　　について​

​　本市は、那珂川から水を引き那須野が原扇状地を潤す｢那​

​須疏水｣をはじめとして、農業用水利施設が整備され、米生​

​産の盛んな地域であります。農業用水利施設は明治期に開削​

​された「那須疏水」をはじめとして、改修や整備が行われて​

​いるが、老朽化する設備も徐々に増加しております。​

​　近年、高齢化により小規模農家の離農が増加し、農業の担​

​い手に農地を集め、経営規模を拡大し、農地集積により生産​

​規模が50～100ｈａといった大規模な担い手が生まれていま​

​す。​

​　水利施設の水利権は農地の地権者に帰属するため、水利施​

​設の管理と利用が分離しており、地域ぐるみの水利施設の管​

​理が求められております。​

​　国では、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図ること​

​を目的に、地域の共同活動に関わる支援を行い、地域資源の​

​適切な保全管理を推進するため、多面的機能支払交付金を設​

​けております。​

​　しかしながら、農村地域の高齢化や混住化により、集落機​

​能が低下し、地域の共同活動によって支えられている多面的​

​機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困​

​難化にともない、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管​

​理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されます。​

​　加えて、水利施設を管理する土地改良組織についても、こ​

​れらの様々な課題解決の核となる組織として、転換が求めら​

​れています。​

​　そこで、水利施設の維持向上を図ることが必要と考えるこ​

​とから、市ではどのように取り組むのか質問します。​



​　⑴　老朽化する水利施設の現状と課題、今後の方向につい​

​　　て​

​　⑵　農地集積による担い手農家の大規模化と水利施設の現​

​　　状と課題、今後の方向について​

​　⑶　水利施設維持に係る多面的機能支払交付金の現状と課​

​　　題、今後の方向について​

​　⑷　水利施設を管理する土地改良区などの組織の現状と課​

​　　題、今後の方向について​



 

 
受付番号 

 
 

第 ２ 号 
 

 
令和　８年　２月　６日 
 
午前 
　　 ３時　５５分受付 

午後 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

令和８年２月６日 

 

　那須塩原市議会議長　齊藤　誠之　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会派名　　公明クラブ　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議席番号　１４番　　田村　正宏　　 

　 

会派代表質問通告書 

 

令和８年３月那須塩原市議会定例会議における会派代表質問を下記のとおり通告しま

す。 
 
記 
 

質問事項 質問の内容（詳細に） 

１．令和８年度市政運

営方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　本市は誕生から20年を経て、新たな段階に入りました。市

政運営方針では、市のパーパス（存在目的・活動目的）とし

て「好きを、編む。」を掲げ、市民一人一人の幸せ、いわゆ

るWell-beingの向上を目指す姿勢が示されています。 

令和7年度を振り返ると、環境・教育・官民連携・若者との

協働など、評価すべき取組が積み重ねられてきたことは市民

の一人として一定の評価をしたいと思います。 

一方で、人口減少、物価高騰、インフラの老朽化、頻発する

自然災害など、地方自治体を取り巻く環境は一層厳しさを増

しており、市民の間には、これまで受けてきた行政サ－ビス

の水準が将来に渡って維持されるのかといった不安な声も少

なからず聞こえてきます。 

そこで、令和8年度市政運営が人口減少社会においても真に

持続可能で、市民のWell-being向上につながるものとなって

いるか確認するため、以下について伺います。 

　⑴　人口減少社会における特色のある教育・子育て施策の

　　位置づけについて 

　⑵　人口減少社会を見据えた那須塩原駅周辺まちづくりの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．成年後見制度と市

民後見人制度の活用促

進と成年後見人等送付

先住所変更の一括手続

きについて 

 

 

　　規模と方向性について 

　⑶　若者・女性から選ばれ、移住定住に繋がる地域づくり

　　の具体的取組について 

　⑷　人口減少社会に対応するDX・AI推進の具体的取組と方

　　向性について 

　⑸　人口減少社会における官民連携のあり方について 

　⑹　人口減少・多死社会の進行を見据えた、生活インフラ 

　　・行政サ－ビスの持続可能性確保について 

 

　厚生労働省の調査によると、令和７年における認知症高齢

者（65歳以上）は約472万人、軽度認知障害の高齢者は約564

万人と推計されています。また、判断能力が不十分な者につ

いても、精神障害者が約615万人、知的障害者が約127万人い

るとされており、高齢化の進展に伴い、成年後見制度の役割

は今後さらに重要性を増すと考えられます。 

　成年後見制度は、本人の生活や人権、財産を守るために欠

かせない仕組みであり、地域包括ケアを支える基盤の一つで

す。とりわけ、市民が担い手となる市民後見人制度は、地域

に根差した支援体制の強化に資するものと考えます。 

　一方で、成年後見人や被後見人は、市税や保険、福祉分野

など複数の窓口で個別に手続を行う必要があり、負担が大き

いのが現状です。これは、市民後見人の確保や継続的な活動

の妨げになるだけでなく、行政側の事務負担増にもつながる

と聞いています。 

　そこで、成年後見制度等の利用促進を図るとともに、成年

後見人等が各種通知の送付先変更を一括して登録・変更でき

る仕組みを導入することで、利用者の負担軽減と行政事務の

効率化を同時に図るべきと考えます。このようなことから以

下について伺います。 

　⑴　成年後見制度と市民後見人制度の概要について 

　⑵　本市における成年後見制度及び市民後見人制度の利用

　　状況について 

　⑶　成年後見人等が各種通知書等の送付先変更を一括して



　　登録・変更できる仕組みの導入の考えについて 

 
 


